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感震ブレーカー設置事業Ｑ＆Ａ 

◇感震ブレーカーの概要 

Ｑ 感震ブレーカーは、どのくらいの揺れで作動しますか？ 

Ａ メーカーにより異なりますが、震度５強以上で作動します。 

 

Ｑ 感震ブレーカーには、どんな種類がありますか？ 

Ａ ①センサーが分電盤に内蔵されている製品 

②既存の分電盤に、外からセンサーを取り付ける製品があります。 

 

内蔵されている製品の場合は、既存の分電盤と取り換えることになります。 

その他にも、コンセントタイプや電気工事がいらない簡易な製品もありますが、補

助金の対象ではありません。 

 

Ｑ 補助対象が、分電盤タイプだけなのはなぜですか？ 

Ａ 分電盤タイプは、安全性及び動作の確実性が高い一方で、費用が高額な事や、電気

工事が必要となるなど、普及には時間を要するものと思われます。 

このことから、分電盤タイプを補助対象とし、設置を推進することで、地震による

電気火災からの人的・物的被害の軽減及び延焼火災の発生防止を図るためです。 

 

Ｑ どのくらいの費用を見込んでおけば、よいでしょうか？ 

Ａ 分電盤の種類により金額が異なります。チラシに参考価格等を掲載していますので、

そちらをご覧ください。 

 

Ｑ 建物すべての電気を遮断するのですか？ 

Ａ はい。そのため、医療機器や防犯設備など、災害時においても通電している必要が

あるものにも影響が出る可能性があります。 

また、夜間に地震が発生した場合、照明が消えることで、避難の妨げになることも

考えられます。 
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◇補助対象者等について 

Ｑ 設置工事の経費は、申請者がいったん全額払うのですか？ 

Ａ はい。工事が完了してから実績報告書等を提出していただき、その書類を審査した

うえで、指定の口座に補助金を振り込みます。 

 

Ｑ 事業所や個人宅兼事業所は申請できますか？ 

Ａ 個人の住宅が対象のため、事業所は対象となりません。 

  また、個人宅兼事業所の場合は、自宅と事業所の分電盤が別々に設置されていれば、

自宅分については補助金の対象となります。 

 

Ｑ ２世帯住宅にそれぞれ分電盤があるが、２つとも申請できますか？ 

Ａ それぞれが独立して生活できる状態であることが確認できれば、２住戸として申請

できます。 

 

Ｑ 母屋と付属屋にそれぞれ分電盤があるが、２つとも申請できますか？ 

Ａ それぞれの分電盤について申請できます。 

 

Ｑ 賃貸住宅の場合に、一括して申請できますか？ 

Ａ 所有者や管理者から一括して申請できます。 

  複数の住戸に設置する場合には、建物図面など住戸数を確認できる書類の写しの提

出が必要です。 

 

◇申請について 

Ｑ 申請は、いつ行えばよいですか？ 

Ａ 感震ブレーカーを設置する前に、市役所危機管理課に申請してください。 

  申請は、令和７年４月１日（火）から令和８年１月２３日（金）までの間、受付け

ます。 

  ただし、先着順に受付け、予算額に達し次第、受付は終了します。 

 

Ｑ 申請書は、どこでもらえますか？ 

Ａ 危機管理課、各区役所地域総務課、電気工事店にあります。また、市ホームページ

からもダウンロードできます。 

 

Ｑ 申請の受付場所は、どこですか？ 

Ａ 持参または郵送で危機管理課あて提出してください。持参の場合は、各区役所地域
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総務課でも受け付けますが、書類の審査は危機管理課で行います。 

 

Ｑ 申請書は、郵送してもいいですか？ 

Ａ 郵送でも受け付けます。 

ただし、書類に不備があった場合、申請書類を返却する場合があります。持参して

申請したいけれども困難な場合は、静岡電気工業協同組合や清水電気工事協同組合

または電気工事店に相談してください。 

 

Ｑ 申請書を市役所まで出すのが困難な場合はどうすればよいですか？ 

Ａ 郵送または代理者の持参による申請についても受理いたします。 

  駿河区役所及び清水区役所の地域総務課でも申請書の受領をいたします。（受領の

みで書類の確認はできません）郵送の場合、書類に不備があった場合は書類を返却す

る場合があります。持参して申請したいけれども困難な場合は、静岡電気工業協同組

合や清水電気工事協同組合または電気工事店に相談してください。 

 

Ｑ 申請の締め切りは、ありますか？ 

Ａ 令和８年１月２３日（金）までとなります。申請は、先着順に受け付け、申請額が

予算額 875万円を超えた時点で、終了となります。 

 

Ｑ 予算額を超えて申請の受付を締め切る時、そのアナウンスはありますか？ 

Ａ 市ホームページに掲載します。 

 

Ｑ 補助金の振込先は、申請者と異なる名義人の口座でもいいですか？ 

Ａ 別の名義人の口座に、振り込むことはできません。申請者と口座名義人は同一とし

てください。 
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Ｑ 市内の住宅であることがわかる書類を取り寄せたいのですが、どこにありますか？ 

Ａ 下記の書類のうち、いずれかひとつを申請書に添付してください。 

  課税明細書を紛失した場合は、市役所（区役所）にて名寄帳（最新年度）を 

  取得してください。 

固定資産税納税通知書 

及び課税明細書（写） 

市役所から毎年送付されます 

（再発行できません） 

名寄帳 

（写） 

市役所 市民税課 

 市税証明係 ☎０５４－２２１－１０３２ 

駿河税務センター 

            ☎０５４－２８７－８６６９ 

清水市税事務所 

 証明窓口   ☎０５４－３５４－２０７１ 

建物の登記事項証明書 

（写） 

静岡地方法務局 

☎０５４－２５４－３５５５ 

静岡地方法務局清水出張所 

☎０５４－３５１－４４８１ 

建築確認済証（写） 主に新築住宅の場合 

 

Ｑ 新築の場合は、いつから申請できますか？ 

Ａ 分電盤の設置工事が始まる前に申請してください。 

 

◇申請後の工事の変更について 

Ｑ 工事をやめたいのですが？ 

Ａ （１）電気工事店に連絡して、キャンセルできるか、相談してください。 

（２）その後、すみやかに、危機管理課まで連絡してください。 

 

Ｑ 工事内容を変更したいのですが？ 

Ａ （１）電気工事店に相談して、変更後の見積書をもらってください。 

（２）その後、すみやかに、危機管理課まで連絡してください。 

 

◇設置後について 

Ｑ 工事完了後に提出する書類を、郵送してもいいですか？ 

Ａ 実績報告書の提出についても、郵送でも受付します。 
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Ｑ 工事完了後に提出する書類の締め切りは、いつですか？ 

Ａ 令和８年２月２０日（金）までに、危機管理課あて提出してください。 

 

Ｑ 設置した感震ブレーカーの点検は、必要ですか？ 

Ａ 特に必要ありません。ただし、製品の取扱い説明書に従ってください。 

 

Ｑ 耐用年数はどれくらいですか？ 

Ａ 感震ブレーカーを含む、一般的なブレーカーに使用されている電気部品の推奨交換

時期は、１０年～１５年程度のため、その期間を超えたら、電気工事店へ点検につい

て相談してください。 

 


